
平成２８年１１月      

建設局技術管理課 

財政局契約管理部契約課 

一括下請負は、建設業法第２２条及び本市建設工事請負契約基準約款第６条において禁止

されています。 

平成２８年１０月１４日付国土交通省通知「一括下請負の禁止について」により元請企業

の下請企業への実質的な関与に関する判断基準が以下のとおり明確化されました。 

本市においても、この判断基準に基づき一括下請負の排除と適正な施工の確保を促進しま

すので、ご留意下さい。 

○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成

○下請負人の作成した施工要領書等の確認

○設計変更等に応じた施工計画書等の修正

○請け負った建設工事全体の進捗確認

○下請負人間の工程調整

○請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必

　要に応じた立会確認

○安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負

　った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置

○請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務

　遂行の確認

○現場作業に係る実地の総括的技術指導

○発注者等との協議・調整　○下請負人からの協議事項への判断・対応

○請け負った建設工事全体のコスト管理　○近隣住民への説明

⇒元請は、以上の事項を全て行うことが求められる。

安全管理

技術的指導

その他

施工計画の作成

工程管理

品質管理

○請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成

○下請負人が作成した施工要領書等の確認

○元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正

工程管理 ○請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認

○請け負った範囲の建設工事に関する立会確認（原則）

○元請負人への施工報告

安全管理
○協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に
　関する労働安全衛生法に基づく措置

○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守

○現場作業に係る実地の技術指導※

○元請負人との協議※　　○下請負人からの協議事項への判断・対応※

○元請負人等の判断を踏まえた現場調整

○請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理

○施工確保のための下請負人調整

⇒下請は、以上の事項を主として行うことが求められる。
　（注）※は、下請が、自ら請けた工事と同一の種類の工事について、単一の建設企業
　　　　　と更に下請契約を締結する場合に必須とする事項

施工計画の作成

品質管理

技術的指導

その他

一括下請負の禁止について 

元請（発注者から直接請け負った者）が果たすべき役割

下請（元請以外の者）が果たすべき役割

※詳細については、国土交通省ＨＰをご参照下さい。 

（国土交通省HP：http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000453.html）


